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中日国際輪渡有限公司



上海海華輪船公司(HASCO)
中国海運(集団)総公司（中海集装箱運輸有限公司）
天津市海運公司（ＴＭＳＣ）
中国対外貿易運輸（集団）公司


Pegasus Container Service
中国遠洋運輸（集団）公司



大連北良物流集装箱有限公司

福建省輸船総公司




寧波遠洋運輸公司

魯豊航運有限公司




安通海運国際有限公司

上海国際輪渡有限公司



富海国際発展（集団）有限公司

上海市錦江航運有限公司



山東省国際海運公司

山東省海豊船務有限公司



山東省航運集団公司

山東省煙台国際海運公司（ＳＹＭＳ）

代表者　各位
日本繊維輸入組合
「海上運賃付帯費用請求等に係わる適正化」要望について

拝啓　貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

日本繊維輸入組合は、日本の代表的な繊維製品輸入業者110社を組合員とする日本で唯一の繊維製品輸入業者の団体です。

昨年日本が中国から輸入した繊維製品輸入は約176億ドルとなりました。繊維製品は中国からの輸入総額のうち約23％（2003年）を占める日中間貿易の中心的な品目であり、日中経済の密接な結びつきの中で重要な役割を担っていることはご高承のとおりです。

この様な両国間の繊維貿易の発展は、これを支える貴業界の日頃からのご協力によるものと深謝申し上げる次第です。

さて、昨年3月に引続き本年5月に貴社から、原油価格の高騰を理由に従来から付加されているFAF（燃料割増料）等の値上げと併せ、EBS（緊急燃料油割増料）を再度、課徴する趣旨の通知が当組合の組合員にありました。

貴社が、7～8年前に臨時措置として導入した本来海上運賃に含まれるべき付帯費用であるFAF、YAS（円高損失補てん料）が運賃に一元化されずに、そのまま継続され徴収されていること。並びに燃料割増料であるFAFと同様の意味の割増料であるEBSの積算根拠を明示しないまま船社各社が一律料金で値上げて課徴していること、また、海上運賃に係わる付帯費用（FAF、EBS、YAS）が、本来、CIF、C&F建の契約条件であれば、積地である中国側で海上運賃と共に徴収されるべきであるにもかかわらず、揚地である日本側の輸入者に請求していることは国際貿易ルールを無視していること。以上より、当組合は貴社へ次のとおり改善を要望します。
· 本来運賃に含まれるべきFAF、YAS及びEBS等付帯費用を撤廃し、それらを含めた海上運賃に一元化されるよう改善してほしい。

· 今回中国船社各社一斉に同一金額にての値上げをしてきているEBSの根拠の明示してほしい。
· 海上運賃に係わる付帯費用は、CIF、C&F建の契約条件では、積地である中国側で海上運賃と共に徴収されることが大原則であるにもかかわらず、貴社の運航する日中航路では、これらの付帯費用は揚地側の輸入者に請求され、更に付帯費用を支払わなければ貨物を受け取ることが出来ない状況にある。このような国際貿易慣行に反する不公平な課徴方法を改善し、CIF、C&F契約の場合運賃に含まれるべき付帯費用(FAF、EBS、YAS)は中国側船積者から徴収してほしい。
また、上記要望については当組合から貴国の関係各部に改善指導を要望すると共に、我が国の経済産業省を始めとした関係各省にも働きかける予定です。
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